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 【別紙】 

 

自動販売機の規格および遵守事項等 

 

１ 自動販売機の規格、条件 

(1) 大きさおよびデザイン 

ア 大きさは、概ね次のとおりとする。 

(ｱ) 物件１ W1,200 × D800 × H2,000(㎜) 以内とする。 

(ｲ) 物件２ W 950 × D800 × H2,000(㎜) 以内とする。 

イ 設置場所の周辺環境に配慮したデザイン、外観色等にすること。 

(2) 環境対策 

省エネのため、消費電力量の低減に資する技術等（「ＬＥＤ照明」、「ピー 

  クカット」、「照明の自動点滅・減光」ならびに「真空断熱材」など）を導入し

た機種とする。 

(3) 電子マネー対応機種条件 

  ア ２種類以上の電子マネーが使用できる機種であること。 

  イ ＩＣカード、携帯電話およびスマートフォンに対応した電子マネー対応   

機種であること。 

  ウ 通信費および諸経費については、設置事業者の負担とする。 

  エ 機器の無償保守点検を行うこと。 

  オ 内蔵プログラムの更新を無償で行うこと。 

  カ 機器使用不可能時および機器のトラブル時には、設置事業者の負担により、

年中無休で迅速に対応できること。 

 

２ 遵守事項 

(1) 安全対策 

ア 転倒防止のため、「自動販売機の据付基準」(ＪＩＳ規格)および「自動販売

機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じる

こと。 

イ 食品衛生に関しては、「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)および「自

動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販

売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。また、商品販売に必要な営業許可を受

けなければならない。 

ウ 防犯のため、硬貨選別装置および紙幣識別装置のプログラム改変により、偽

造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪防止に万全を尽くすこと。また、屋内設

置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、盗

難防止に努めること。 
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 (2) 自動販売機の設置および管理運営 

ア 自動販売機の設置、維持管理および撤去に関する費用は、設置事業者の負担

とする。 

イ 設置事業者は、商品の補充および変更、消費期限の確認、売上金の回収およ

び釣り銭の補充ならびに自動販売機内部・外部および設置場所周辺の清掃など

を行う。 

ウ 設置事業者は、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するため

の品質保証活動を行う。 

エ 設置事業者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努め

るほか、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記し、故障時には即時対応する

こと。 

オ 自動販売機の売上げ状況を４月から３か月毎に取りまとめ、四半期最終月  

 の翌月の月末までに売上高を書面により報告すること。 

カ 秋田市が必要としたときは、機器のメンテナンス記録、トラブル対処の記録、

その他必要と認める資料等を遅滞なく提出すること。 

キ 自動販売機、回収ボックスおよび商品の盗難・破損について秋田市はその責

を負わない。 

ク 設置事業者は、自動販売機、回収ボックスおよび商品が汚損又はき損したと

きは、速やかに復旧すること。 

 

３ 販売商品の種類等 

(1) 種類は酒類（またはその類似品）を除く飲料とする。  

(2) 価格はメーカー希望小売価格(定価) 以下とする。 


